
    

第 30回豊見城市生涯学習フェスティバル参加募集要項 

 

 １．趣  旨 

    市民一人ひとりが、日頃あらゆる機会、場所を活用し実践してきた生涯学習活動の発表、

又は情報交換の場所を提供することにより、生涯学習意欲の向上を図るほか、生涯を通し

て学ぶことの幸せ、喜びを実感し、地域づくり・人づくりに活かされる生涯学習の振興、

発展に寄与することを目的とする。 

 

 ２．期  日 

   令和 8年 2月 21日（土）・22日（日） 10時 00分～17時 00分 

 

 ３．募集内容 

№ 分  野 募集枠 日  時 発表・展示場所 

１ 作品展示の部 
15団体 

程度 

21日 10時～17時 
中ホール・ロビー 

22日 10時～16時 

2 
舞台発表の部 

（各 10分以内） 

20団体 

程度 
22日 10時～17時 大ホール 

3 
青少年の部 

（各 15分以内） 

8団体 

程度 
21日 

14 時 30 分～ 

16 時 30 分 
大ホール 

4 飲食・体験コーナーの部 要調整 
21日 10 時～17 時 飲食ブース 

公民館内施設 22日 10 時～16 時 

 

 ４．応募対象・参加費 

    豊見城市生涯学習フェスティバルの趣旨に沿い、生涯学習の振興・発展に寄与する個人

及び団体とする。（参加費無料）※ただし、出店については 1日あたり 2,000円の出店料を

いただきます。 

   ※応募多数の場合は、豊見城市内在住、在籍団体や内容等を確認の上、事務局にて選定い

たしますので、ご了承ください。 

 

 ５．募集期間 

   令和 7年 11月 5日（水） ～ 令和 7年 11月 19日（水） 

 

６．応募方法 

    別紙（申込用紙）に必要事項を記入のうえ、事務局（豊見城市立中央公民館 1階事務室）

まで提出し、次の代表者会議（各１人）に確実に参加すること。なお、欠席の場合は原則

応募無効とみなします。 

    

   ※代表者会議日程 

    日 時：（作品展示の部）令和 7年 12月 2日（火） 19時 00分 

        （舞台発表の部）令和 7年 12月 3日（水） 19時 00分 

        （青少年の部）  令和 7年 12月 4日（木） 19時 00分 

場 所：豊見城市立中央公民館 1階会議室 

 

 ７．問い合わせ 

   〒901-0212 沖縄県豊見城市字平良 467番地 1（豊見城市立中央公民館内） 

   豊見城市生涯学習フェスティバル実行委員会 事務局（生涯学習振興課） 

   TEL：098-850-3280  FAX：098-850-2374 



    

注 意 事 項 

  

 

 （１）作品展示の部 

 

   ・名札等の消耗品は各自で準備すること。 

   ・応募者数に応じ、展示パネル数の制限、又は展示場所を調整します。 

   ・事故防止のため、展示期間中は必ず、関係者を１人配置すること。 

   ・前日の展示準備は、会場責任者の指示に従い、各自で設置すること。 

   （※2月 18日（水）～20日（金）の間で割振りをおこなう） 

 

 

（２）舞台発表の部 

 

   ・発表場所は大ホールとする。 

   ・舞台発表の時間は入退場を含めて 10分以内とする。 

   ・音響等の施設機材を確認したい場合は、事前に事務局まで連絡して下さい。 

   ・リハーサルは基本的に 1回までとする。 

    

    

 （３）青少年の部 

 

・対象は原則 20代までとする。 

   ・発表場所は大ホールとする。 

   ・舞台発表の時間は入退場を含めて 15分以内とする。 

   ・音響等の施設機材を確認したい場合は、事前に事務局まで連絡して下さい。 

   ・リハーサルは基本的に 1回までとする。 

 

 

（４）その他 

    

・参加者はフェスティバル期間中、自己の責めにおいて生じた負傷、疾病、その他事故等

は保険適用を除き、自己責任のもと対応及び処理するものとする。 

   ・政治的、宗教的、営利を主とした活動等は認めないものとする。 

・フェスティバル準備期間中は、公民館サークルを問わず全館利用を認めない。 

   ・やむを得ない理由、災害等によりフェスティバルを中止する場合がございます。 

   ・フェスティバル開催期間中は舞台・展示発表、出店団体に限らず、中央公民館駐車場は

使用不可（来賓・役員駐車場として使用するほか展示ブース、飲食ブースを設営予定で

す）。※荷物積み下ろしや乗降のためのスペースは確保予定 

 


